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会  議  録（要点記録） 

会 議 名 第３６期小金井市公民館運営審議会第１７回審議会 

事 務 局 公民館 

開 催 日 時 令和５年６月１４日（水）午前１０時００分から午前１１時３０分 

開 催 場 所 小金井市役所第二庁舎８０１会議室 

出 席 委 員 

渡邉委員長 嵯峨山副委員長 大久保委員 川原委員 

坂内委員 橋本委員 本川委員 吉田委員 

欠 席 委 員 浅野委員 

事 務 局 員 

鈴木公民館長 渡邊庶務係長 落合事業係長 

松本貫井南分館長 山崎緑分館長 

貫井北・東分館 

事業運営受託者 

ＮＰＯ法人市民の図書館・公民館こがねい 

村山貫井北分館長、鈴木東分館長 

傍 聴 の 可 否  可 傍 聴 者 数   １名 

傍聴不可・一部不可 

の場合は、その理由 

 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 第１５回公運審会議録の承認について 

３ 報告事項 

  公民館事業の報告について 

４ 審議事項 

  公民館事業の計画について 

５ 協議事項 

  公民館施設の有料化について 

６ その他 

 ⑴ 緑センター事業運営委託に係る説明会について 

 ⑵ 次回開催日程について 
７ 閉会 

 

配付資料 

 事前配付資料 

 資料２ 公民館事業の報告 

 資料３ 公民館事業の計画 

 資料４ 公民館施設使用料の経過 

 資料５ 公民館使用料の試算 

 資料６ 公民館維持管理に要する経費の調べ 

 資料７ 公民館登録団体及び社会教育関係団体の公民館利用状況

調べ 
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 資料８ 公民館施設使用料の分布調べ 

 当日配付資料 
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会  議  結  果 

次第１ 開会 

 

次第２ 第１５回公民館運営審議会の会議録の承認について 

【渡邉委員長】 

・ 第１５回公民館運営審議会会議録について承認ということでよろしいか。 

 

（異議なし） 

次第３ 報告事項 

【落合事業係長】 

・ ３館から７事業について、報告させていただく。詳細は資料２をご覧いただきたい。 

 

【渡邉委員長】 

・ 質問があればお願いする。 

 

【嵯峨山副委員長】 

・ 貫井北分館のパパ力アップ！アウトドア男子会 in 高尾山は、結果として受講者が

２人となってしまったが、目的にある、子育て世代の父親をターゲットにしており、

父親同士の交流や新規ユーザーの拡大など、継続的に取り組んでいただきたい。 

 

【川原委員】 

・ 子育て世代の父親をターゲットにするのであれば、実施日を土曜日にするなど参加

しやすくなるような工夫があるとよい。 

・ コロナの影響も少なくなっており、貫井南分館の楽しくトレッキングなどの野外活

動講座は人気もあるので、継続的に実施して欲しい。 

 

【大久保委員】 

・ センターまつりは、再開、継続をお願いする。 

・ 講座の参加者が少ないというのは、やはり、周知の方法がポイントだと思う。例え

ば、子育て世代向けの事業をＰＴＡに紹介するために、ＰＲビデオやスライドを用意

して、小中学校の年度初めの保護者会の時間をお借りして視聴いただくなど、公民館

での取組みを積極的に周知して欲しい。 

 

【渡邉委員長】 

・ 学校への周知等は行っているか。 

 

【落合事業係長】 

・ 学校にチラシ配布を依頼する場合もある。より効率的な周知方法等については検討

したい。 

 

【鈴木公民館長】 
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・ 先日、ＰＴＡの総会に出席させていただいた。そのような場面で、公民館の活動の

情報提供ができればと思う。また、月刊こうみんかんについては、昨年度から各校に

配架している。 

 

【渡邉委員長】 

・ 公民館でも様々な取組みをしているようだが、引続き、研究するようお願いする。 

 

次第４ 審議事項 公民館事業の計画について 

【落合事業係長】 

・ 公民館事業の計画については、４館から１０事業の計画を予定している。詳細は資

料３をご覧いただきたい。 

 

【渡邉委員長】 

・ 質問があればお願いする。 

 

【嵯峨山副委員長】 

・ 東センターまつりのプレイベントコンサートは２日間開催するといということか。 

・ 緑分館の子ども体験講座の勾玉作りは簡単にできるものか。 

 

【鈴木東分館長】 

・ プレイベントコンサートは、混雑緩和や、事前周知等も兼ねて１週間前に１日だけ

開催する。 

 

【山崎緑分館長】 

・ 勾玉作りは１時間程度で作れるものである。 

 

【川原委員】 

・ 緑分館の子ども体験講座は、生涯学習課や図書館と連携するなど、よい取組みであ

る。貫井北分館も学芸大学などとも連携しており、子どもが参加する機会が増えてよ

いと思う。地域や学校を生かして、様々な講座を開催して欲しい。 

 

【大久保委員】 

・ 貫井北分館の「芸術のつどい」は、ＩＣＴサポーターズの活動の周知の機会にもな

ると思う。平日の夜間開催なので集客に工夫して、多くの人に参加してもらいたい。 

 

【渡邉委員長】 

・ 公民館事業の計画については承認ということでよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

次第５ 協議事項 公民館施設の有料化について 

【渡辺庶務係長】 
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・ 公民館施設の有料化については、この間、説明してきたとおり、第３３期と第３５

期において議論したが、減免の範囲等について、異なった結論となっている。今期の

第３６期の在職期間内に有料化の結論を出すことは難しいと考えている。しかしなが

ら、これまで一定の協議を行ってきており、この間の検討状況等を踏まえ、第３７期

の公運審における方向性等について協議いただきたいと考えている。 

・ 資料４は公民館における使用料の経過をまとめたものである。公民館は、有料施設

としてスタートしており、市政等社会情勢に変遷を経て、昭和４６年から無料となっ

た。その後、市の行財改革においては、公民館の有料化が位置付けられ、第３３期と

第３５期の公運審において一定の協議を行ったものの、使用料が導入されないまま、

現在に至っている。 

・ 資料５は、第３５期の検討結果を踏まえ、年間の使用料を試算したものである。第

３５期では、所謂、登録団体以外を有料化するものであり、年間１万円から３万円程

度の歳入となる。しかしながら、実際は自治会やマンション管理組合の利用であり、

登録申込さえすれば、これらの団体も無料となるため、実際は、もっと少なくなるも

のと想定される。 

・ 資料６は、公民館維持管理に要する経費の調べで、公民館の年間の維持管理費を取

りまとめたものである。本館以外は複合施設のため面積で按分し、また、全体の利用

回数のうち一般利用に係る回数を按分し、公民館における一般利用に係る経費を試算

したところ、年間、３千万円程度の経費が掛かっている。 

・ 資料７は、公民館における、登録団体の利用件数と実際の利用団体数、このうち社

会教育関係団体が占める割合を調査したものである。第３３期において社会教育関係

団体を免除とする方向性が示されており、実際にどの程度が免除対象になるかを調査

することを目的として整理した。令和元年度では、全 19,180回の利用のうち、社会教

育関係団体の利用は 486回となっており、全体の約 2.5%である。同様に全 1,364団体

の利用のうち、社会教育関係団体の利用は 39 団体となっており、全体の約 2.8 とな

っていることがわかる。 

・ 資料８は、公民館を設置している都内自治体及び近隣３県で使用料を導入している

自治体の状況を調査したものである。都内の公民館設置団体では、小金井市のほか、

国立市、稲城市、西東京市の４市が無料となっている。有料は１３市でこのうち 100

万円以上の歳入は、町田市、東村山市、狛江市、武蔵村山市、多摩市、あきる野市の

６市となっている。他県では、規模の違いもあるが、川越市、所沢市、深谷市、市原

市、浦安市、秦野市では千万円単位での歳入となっている。 

・ 以上が、第３６期公運審に提出した資料の説明である。 

 

【鈴木公民館長】 

・ 第３３期、第３５期の公運審及び市の行財政改革等を踏まえると、使用料の導入に

向けて具体的な方法等を協議していく必要があるものと考えている。公民館の設立当

初は有料であったが、当時の社会情勢、政治的背景等から無料になったものの、現在

は、少子高齢化、生産年齢人口の縮小等により市の歳入も減少することは容易に想像

できる状況である。また、公民館各館は老朽化しており、日々の修繕や今後の改修等

を見据えた運営をしていく必要がある。資料６のとおり、公民館を運営していくため

には年間３千万円の経費が掛かっており、事務局としては、今後の公民館活動を運営
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していくためには、一定の負担をしていただく必要があるものと考えている。第３７

期において、どのような形で検討を進めていくのか、その方向性について協議をして

いただきたい。 

 

【渡邉委員長】 

・ 過去の公運審において、議論してきたものの、使用料の導入には至っていない。そ

の時々において、様々な議論をしてきたものと思う。ポストコロナや昨今の社会情勢

等を考慮しながら、第３７期公運審において議論していだくことがよろしいかと思

う。他の委員の考えはいかがか。 

 

【橋本委員】 

・ 第３７期において、議論したほうがよい。 

 

【坂内委員】 

・ 最終的な結論には至っていないと思われる。橋本委員と同意見である。 

 

【大久保委員】 

・ 本日、提出された資料を第３７期にも提示して、スタートしてはどうか。 

・ 公共施設の維持管理経費が掛かっていて、税金で全額賄っているのが現状であると

思う。税金は当然、公民館だけではなく、道路や福祉など様々な用途に使われている。

今後、歳入が縮小していくことやどのような用途に税金を投入していくのかというこ

とは、市全体で周知する必要がある。公民館は社会教育施設だから無料、運動施設は

有料など、個別の施設で議論を進めてしまうと結論が其々の方向に行ってしまうの

で、使用料の算出は市の基準に基づくことが必要と考える。公民館の貸館機能につい

ては、活動団体から市の基準に基づく使用料を収めていただくことが適切と考える。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ 使用料の積算基準は、市の行政経営担当で整理している。今回の試算も、この基準

に則ったものである。 

・ 社会教育施設イコール無料ではなく、他市の状況なども参考にしながら進めたい。

議論になってくるのは、免除と減額の範囲だと考える。他市もかなり細かく規定して

おり、本市の状況等を踏まえ進めていく必要があるものと考える。 

 

【坂内委員】 

・ 所謂、会館と呼ばれる施設は使用料を徴収しているか。徴収しているのであれば、

同じ貸館機能でも片方は無料、片方は有料だと矛盾が生じる。集会施設の状況につい

ても同様に整理できないか。 

 

【鈴木公民館長】 

・ 貸館も大きく２種類あり、人が常駐している施設と近所に住む管理人が管理してい

る施設がある。使用料を徴収しているのは人が常駐している、上野原会館や西ノ台会

館になると思う。利用状況等については、できる範囲で資料を作成して提出したい。 
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【川原委員】 

・ 子供会などで、色々な施設を利用しているが、借りるときは、公民館や集会施設な

どの施設区分は意識せず、家から近くて便利とか、そういった目線で場所を決めてい

る。 

・ 資料にあるとおり、年間３千万円近い経費が掛かっているのであれば、一定の負担

を求めるべきだと思うが、公民館団体の中には、塾のような、習い事のような使い方

をしている団体もあり、一律にするのではなく、細かく規定を設けたほうがよいので

はないか。 

・ 使用料を徴収することで、施設が整備されて、より使いやすくなっていくのであれ

ば、新規ユーザーの拡大にもつながり、よい循環が生まれるのではないかと思う。 

 

【大久保委員】 

・ 利用団体の活動目的と構成員を踏まえ、利用団体全体を把握したうえで減免基準が

整理できればよい。公民館は社会教育活動の場であり、集う場でもあるので、その辺

りを念頭に置いて進めていただきたい。 

 

【渡邉委員長】 

・ これまで、有料化の議論を行ってきたものの、歳入の試算や徴収方法の検討を行わ

ないまま現在に至っている。第３５期では、３万円程度の歳入見込みとなっており、

徴収する人件費や事務費が高く掛かるようなこともあり得るものと考える。徴収方法

も含めて議論する必要があるのではないか。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ 資料８の中で、各市の徴収方法も調査している。券売機や今後やキャッシュレス決

裁なども考えられる。第３７期で協議していただく中で、費用対効果なども踏まえて

検討したいと考えている。 

 

【渡邉委員長】 

・ 商店街などでもキャッシュレス決裁の導入が進んでいる。最小の経費で手間の掛か

らない方法を検討していただきたい。 

 

【吉田委員】 

・ 資料６の公民館維持管理に要する経費の令和４年度の状況はどうか。 

・ 資料８について、各市の人口当たりの設置数を調べてはどうか。一覧表の中に、小

金井市を加えていただきたい。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ 資料６について、令和４年度の決算額は持ち合わせていないが、大規模な工事等も

実施していないため、４千５百万円程度ではないかと思う。 
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・ 資料８について、小金井市は無料の自治体なので、人口以外の項目は空欄になる。

公民館の設置数については、施設の規模、部屋の数等が違うので、分析できるような

比較は難しいのではないかと思う。 

 

【坂内委員】 

・ 施設の数ではなく、大ホールなどの諸室の有無によって歳入額に影響があるのでは

ないか。大きいホールの場合、１回借りると１０万円単位の使用料が掛かると思うの

で、その状況を追記することはできるか。 

 

【嵯峨山副委員長】 

・ 町田市は大きいビルの中に公民館があり、大きなホールもある。ホールの使用料が

大きいと思う。 

 

【鈴木公民館長】 

・ 昭島市も大きいホールと公民館の複合施設になっている。ホールの活用についても、

社会教育活動としての利用なのか、営利活動としての利用なのか切り分けて考える必

要がある。集会施設も営利活動は使用料を別に設定していたと記憶している。各市の

状況をそこまで詳細に把握することは難しいと思う。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ 資料８の意図としては、歳入額であったり、減免の範囲であったり、徴収方法であ

ったり、他市の状況を知っていただくことを目的に調査したものである。公民館設置

数やホールの有無等については、改めて、できる範囲で調査する。ホールの有無で歳

入額に影響があるのかもしれないが、小金井市においては、資料５のとおり、築年数

や人件費などの維持管理経費と㎡数等に基づき使用料を決めることになる。 

 

【嵯峨山副委員長】 

・ 我々の団体は社会教育関係団体であり、構成員が 135名となっており、会議の開催

場所を探すのに苦労している。公民館の予約は３か月前からということもあり、今は

宮地楽器ホールを利用している。大きい団体になると公民館は利用しづらい。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ 各団体の実情や用途等に応じて施設を使い分けて対応いただくしかない。 

 

【川原委員】 

・ 自分が使うときも、日程や空き状況、広さなどを考慮して、端から探しているよう

な状況である。資料８に関しては、使用料を徴収している公民館も数多くあることが

わかるので、比較しながら検討すればよいと思う。また、市の集会施設や宮地楽器ホ

ールでも使用料を徴収しているので、市全体の状況を見渡して検討してはどうか。 

 

 

【嵯峨山副委員長】 
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・ 使用料の検討は部屋だけか。備品などはどうか。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ 部屋の使用料ということで考えている。 

 

【大久保委員】 

・ 第３７期で資料を配布するのであれば、資料の目的とか、いただいた意見などを添

えた形で申し送り事項ということで、引き継いだらどうか。 

 

【本川委員】 

・ 使用料導入は大変な作業になると思うが、これまで、後倒しにしてきた経緯があり、

今回もまた、同様のことになってしまう懸念がある。減免の対象範囲などについても、

生涯学習課などとも擦り合わせが必要になってくる。第３７期では導入時期などのス

ケジュールも明確にして審議を進めていく必要があると考える。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ 期限を設けて進めるというのは、そのとおりであるが、現段階で導入スケジュール

まで明確にするのは、難しいものと認識している。第３７期において、改めて諮問す

るということであれば、答申に向けて作業スケジュール等を調整しながら進めること

になる。危機感を持って取り組みたい 

・ 社会教育関係団体で減免の線引きをするのであれば、生涯学習課との情報共有は欠

かせない。まずは減免対象をどうするかの議論が必要になる。 

 

【渡邉委員長】 

・ 第３３期と第３５期の検討結果において、結論が変わってきていることが問題であ

る。仮に第３７期で結論を出したとしても、また、ひっくり返る可能性がある。答申

と重さは、どの程度と認識しているのか。 

 

【鈴木公民館長】 

・ この間の検討の経緯の中で、有料化することは一致している。減免の線引きをどこ

に持っていくのか、徴収方法や掛かる人件費、この部分が未整理となってしまってい

る。第１０回公運審において、本日の資料５を提示したわけですが、公民館利用団体

が利用していない時間帯のみ使用料を徴収した場合、数万円程度の歳入しかないこと

が判明した。事務局としては、減免の対象範囲をしっかりと議論していただきながら、

諮問、答申を経て諸手続きを進めたいと考えている。有料化自体がひっくり返るとい

うことにはならない。 

 

【渡邉委員長】 

・ これまでの経過なども踏まえて１枚程度にまとめてもらえると議論に入りやすいと

思う。 

 

【本川委員】 
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・ 減免対象の範囲の検討や大まかな期限を設定することなどを第３６期の申し送り事

項として、第３７期に引き継いでいけるとよいのではないか。 

 

【大久保委員】 

・ 資料８で、他市の状況を調べて、色々な対象範囲の選択があると思うが、いくつか

のプランを考えて提示してもらえるとイメージを検討しやすいのではないか。 

 

【本川委員】 

・ 他市の徴収方法などを見学するのであれば、公運審の委員も同行してはどうか。 

 

【坂内委員】 

・ 使用料ではなく、登録料を取っているような自治体はないか。 

・ 登録団体が 1,700 団体であれば、登録料 1,000 円とすると 170 万円になる。3,000

円とすると 500 万円になる。選択肢として考えられないか。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ そのような自治体は確認できていない。 

 

【川原委員】 

・ 部屋ごとの使用料の試算はあるのか。 

 

【渡辺庶務係長】 

・ 使用料の試算は行っているが、部屋ごとの使用料の明示は差し控えたい。 

 

次第６ その他 緑分館の委託に係る説明会について 

 ⑴ 緑センター事業運営委託に係る説明会について 

【鈴木公民館長】 

・ ５月２８日に２回、６月１日と６月６日に各１回の計４回にわたって、説明会を開

催し、７４名の方にご参加いただいた。緑センター事業運営委託については、令和５

年６月の第２回定例会において、所管の委員会に報告するほか、当該委託経費等の予

算を提出している。議会で予算が可決されれば、６月末から公募型プロポーザルを実

施する予定である。 

 

次第６ その他 緑分館の委託に係る説明会について 

 ⑵ 次回開催日程について 

【渡辺庶務係長】 

・ 次回は７月１２日、午前１０時から、８０１会議室で開催する。 

 

次第７ 閉会 

【渡邉委員長】 

・ 以上で第１７回審議会を終了する。 
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―― 了 ―― 

 

 



第３６期小金井市公民館運営審議会第１７回審議会 

 

とき：令和５年６月１４日（水）午前１０時 

場所：小金井市役所第二庁舎８０１会議室 

 

次   第 

 

１ 開会 

 

２ 第１５回公運審会議録の承認について 

 

３ 報告事項 

  公民館事業の報告について（資料２） 

 

４ 審議事項 

  公民館事業の計画について（資料３） 

 

５ 協議事項 

  公民館施設の有料化について 

 

６ その他 

 ⑴ 緑センター事業運営委託に係る説明会について 

 ⑵ 次回開催日程について 

 

６ 閉会 
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公⺠館施設 使⽤料の経過その１
年度 項目 内容

昭和２８年４月 公⺠館条例制定
入場料を徴収する場合
� 昼夜間の使用で1,100円

入場料を徴収しない場合
� 昼夜間の使用で220円

昭和３３年３月 公⺠館条例⼀部改正
入場料を徴収する場合
� 昼夜間の使用で1,500円

入場料を徴収しない場合
� 昼夜間の使用で400円

昭和４３年４月 公⺠条例全部改正
使用時間、部屋区分による使用料金の設定
� 学習室A 午前100円、午後150円、夜間200円
� 家事実習室 午前300円、午後400円、夜間500円

昭和４６年６月 公⺠館条例改正 条例改正により公⺠館使⽤料を無料化

平成２２年５月 第三次行財政改革大綱 公⺠館の有料化の検討
H22検討 → H26実施 → H27検証

平成２９年４月 行財政改革２０２０アクションプラン 公⺠館有料化
H29調査、検討 → H30審議会等、準備 → H31実施

平成２９年７月 第３３期公⺠館運営審議会答申
「公⺠館中⻑期計画の策定について」

公⺠館使⽤料は、教育の基本理念、公⺠館の果たしてきた役割、受益者負担の考え、⾏財政改⾰
の面等を考慮し、総合的に判断した結果、次のような対応が望ましいと考える。
1. 減免規程付き一部有料とすること。減免規程（無料）適用事業として考えられるもの

• 公⺠館、⾏政主催事業
• 市⺠協働事業団体で市の補助を受けている団体が公⺠館で⾏う事業
• 上記以外は、集会施設の減免規程に準ずる。

2. 徴収額、徴収方式は、そこに生じる経費、徴収した金額の使途等との整合性を図ること

資 料 ４



公⺠館施設 使⽤料の経過その２
年度 項目 内容

令和３年３月 第３５期公⺠館運営審議会答申
「⼩⾦井市公⺠館中⻑期計画」

公運審としての考え⽅として、公⺠館での活動は従来どおり無料。対象は以下のとおり
• 公⺠館主催事業
• 行政使用
• 市⺠協働事業団体で市の補助を受けている団体
• 公⺠館使⽤登録団体及び社会教育関係団体等

公⺠館の団体使⽤が⾏われていない施設の未利⽤時間は有料で貸し出すことを検討すること。

令和４年８月
小金井市行財政改革２０２５（案）について
（答申）

受益者負担の適正化については、公⺠館と上⽔運動公園の有料化が進んでいない。
公⺠館で登録社会教育団体が⽣活に即した社会教育事業を⾏う場合に無料となるのは理解できる
が、仮に限られた会員の趣味活動のために利⽤されているようなことがあれば、公⺠館にも集会
施設と同様に運営費用がかかっていることから、公平性や財政的な面から、利用目的に応じて相
応の受益者負担を導入すべきである。
【提言】受益者の適正化は特に遅れている。市⺠に説明を⼗分に⾏い、公平性の確保に尽くされ
たい。

小金井市行財政改革２０２５ 公⺠館使⽤団体未利⽤時間の使⽤料有料化
中⻑期計画の基本的考え⽅を踏襲し、有料化を実施する。



公民館使用料の試算について

１　公民館各館の基本情報

①

②

③

④

⑤

※１．本館、東分館は都の建物のため、建物費はかからない。

※２．各種設備点検に要する経費、清掃委託等に要する経費等

２　公民館各館の㎡単価の算出

①’

②’

③’

④’

⑤’

※㎡単価（①’～⑤’）の算出方法＝各経費の額（①～⑤）÷開館日数（336日）÷開館時間（13時間）÷公民館の延床面積

３　公民館　１件利用における使用料見込み一覧

件数

（件）

使用料見込

（円）

件数

（件）

使用料見込

（円）

件数

（件）

使用料見込

（円）

件数

（件）

使用料見込

（円）

件数

（件）

使用料見込

（円）

件数

（件）

使用料見込

（円）

8 4,500 4 900 11 12,700 11 12,700 1 1,200 35 32,000

8 3,200 4 2,000 7 4,500 13 7,500 7 5,200 39 22,400

12 4,600 0 0 9 3,900 11 5,100 3 1,400 35 15,000

合計

令和元年度

令和２年度

本館 貫井南分館 緑分館 東分館 貫井北分館

緑分館

50

372

0.00

0.00

0.00

1,360,000

5,784,173

50

883

1,834,200

0.00

0.00

3,060,000

10,415,386

31

1,279

9,339,972

0.00

0.00

4,590,000

13,347,614

0.00

0.00

令和３年度

本館 貫井南分館 東分館項目

築年数

公民館延床面積

減価

償却費

建物費※1

設備費

備品費

維持

管理費

人件費の㎡単価

経常的経費の㎡単価

㎡単価

合計（①’+②’+③’+④’+⑤’）

維持

管理費

人件費

経常的経費※2

項目

0.00

2,890,000

11,324,128

34

790

0.00

0.00

5,100,000

18,752,286

貫井北分館

貫井北分館

9

1,411

14,842,682

0.68

0.00

0.00

1.47

緑分館

4.194.04

1.98

1.61

0.00

0.00

0.55

2.032.14

2.68

貫井南分館

0.34

0.00

0.00

0.58

1.98

2.90

東分館

0.00

0.00

0.00

0.54

3.56

4.39

本館

0.00

0.00

0.00

0.83

減価

償却費

建物費の㎡単価

設備費の㎡単価

備品費の㎡単価

資料５



資料６

公民館維持管理に要する経費の調べ

１．公民館維持管理に要する経費　決算額 （単位：円）

委託料 令和元年度 令和２年度 令和３年度

電気料金 8,812,434 7,766,422 9,410,153

都市ガス料金 2,449,907 2,166,461 2,638,266

上下水道料金 2,477,684 1,512,840 1,844,579

修繕料 5,900,052 12,417,189 2,782,552

委託料 21,960,876 19,911,721 21,542,814

賃借料 1,061,528 1,055,756 1,055,756

工事請負費 3,186,000 0 20,735,000

合計（A） 45,848,481 44,830,389 60,009,120

２．公民館の面積按分 （単位：㎡）

施設名 公民館機能 児童館機能 図書館機能

機能別面積割合（B) 74.55% 6.61% 18.84%

３．公民館一般利用の割合

施設名 令和元年度 令和２年度 令和３年度

一般利用（C） 86.62% 91.7% 84.4%

４．公民館の一般利用における経費試算

公民館一般利用に係る維持管理経費の試算＝公民館維持管理費（A）

×公民館面積割合（B）×一般利用の割合（C）

（単位：円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

公民館の一般利用における経費 29,608,478 30,661,832 37,759,500



公民館登録団体及び社会教育関係団体の公民館利用状況調べ

１.前提条件

１-⑴.公民館登録団体、社会教育関係団体の数（令和４年１１月１日現在）

1,697 団体

100 団体

１-⑵抽出等の前提条件

・公共施設予約システムにより、年度ごと、施設ごとの利用件数を抽出

・公民館登録団体の利用件数と社会教育関係団体一覧名簿（令和4年11月1日現在）のデータを突合し、「社会教育関係団体の利用件数」等を算出

・「社会教育関係団体の利用件数」等は、「公民館登録団体の利用件数」等の内数となる。

・複数の施設を利用している団体があるため、施設ごとの「団体数」と全体の「団体数」の合計は一致しない。

・「高齢者いこいの部屋」、「１件利用」、「スタジオ利用団体」及び「公民館テニスコート利用団体」の利用件数は除く。

２．令和元年度　公民館使用団体等の利用件数及び団体数

　２-⑴.公民館使用団体

2,297 回 2,019 回 4,050 回 5,103 回 5,711 回 19,180 回

269 団体 192 団体 346 団体 522 団体 609 団体 1,364 団体

　２-⑵.社会教育関係団体

92 回 12 回 94 回 48 回 241 回 486 回

16 団体 5 団体 11 団体 10 団体 28 団体 39 団体

社会教育関係団体

公民館使用団体登録

社会教育関係団体の利用件数

項目

利用した社会教育関係団体の数

本館 貫井南分館 東分館 全体

項目 全体

利用した公民館使用団体の数

公民館使用団体の利用件数

本館 貫井南分館 東分館 緑分館 貫井北分館

緑分館 貫井北分館

資料７



３．令和２年度　公民館使用団体等の利用件数及び団体数

　３-⑴.公民館使用団体

1,554 回 1,318 回 2,376 回 3,503 回 3,879 回 12,630 回

206 団体 141 団体 254 団体 356 団体 446 団体 1,031 団体

　３-⑵.社会教育関係団体

91 回 13 回 30 回 21 回 164 回 319 回

18 団体 5 団体 7 団体 6 団体 21 団体 34 団体

４．令和３年度　公民館使用団体等の利用件数及び団体数

　４-⑴.公民館使用団体

2,013 回 1,699 回 3,264 回 4,331 回 4,982 回 16,289 回

245 団体 167 団体 271 団体 424 団体 500 団体 1,093 団体

　４-⑵.社会教育関係団体

144 回 8 回 70 回 40 回 210 回 472 回

20 団体 1 団体 10 団体 11 団体 24 団体 38 団体

本館 貫井南分館 東分館

東分館

社会教育関係団体の利用件数

利用した社会教育関係団体の数

項目 本館

社会教育関係団体の利用件数

利用した社会教育関係団体の数

公民館使用団体の利用件数

利用した公民館使用団体の数

項目

緑分館 貫井北分館 全体

全体緑分館 貫井北分館

貫井南分館

全体

公民館使用団体の利用件数

利用した公民館使用団体の数

項目 本館 貫井南分館 東分館 緑分館 貫井北分館

項目 本館 貫井南分館 東分館 緑分館

全体

貫井北分館



公民館施設使用料の状況調べ

団体名 人口

使用料

導入時期

導入理由

免除

規定

免除の要件

減額

規程

減額の要件

減額

割合

社会教育活動を減免等の要件としている場

合、その確認方法と課題

使用料の

徴収方法

令和３年度

歳入額

使用料の使途

昭島市 114,272人 昭和57年 開館当初から あり

公民館利用団体登録している団体

生涯学習部が主催する事業

なし なし なし

公民館登録団体する際の申請書等の書類で

判断している。

・施設利用前に現金払い

・納付書による後日納付

306,600円

公民館管理運営費に全額

充当

調布市 238,614人 昭和36年 開館当初から あり

(１)　国及び地方公共団体が公益の目的のた

めに使用するとき　免除

(２)　社会教育法（昭和24年法律第207号）第２

条に規定する社会教育を目的とした事業で，

委員会が必要と認めたとき　免除

あり

(３)　前２号に掲げるもののほか，委員会が必要と認

めたとき　基本使用料の100分の30に相当する額

3割

公民館登録団体，公民館育成団体，文化会

館たづくり登録団体，社会教育関係登録団

体，学習グループサポート団体は減免してい

る。

使用料は施設使用前に現

金払い。また，上記減免団

体は使用申請書の使用目

的を確認している。

951,200円

使用料全額を印刷製本費

に充当

町田市 430,964人 平成23年 受益者負担の適正化のため あり

（１）　町田市が主催する事業に使用するとき。

全額

（２）　施設等のうちホール及び諸活動室（保育

室を除く。）を使用する場合において保育のた

めに保育室を使用するとき。　保育室に係る使

用料の全額

（３）　前２号に掲げるもののほか、教育委員会

が特に必要と認めるとき。　全額又は半額

あり 教育委員会が特に必要と認めるとき 半額

減免等の対象については、免除の要件のとお

り

施設利用前に券売機による

支払い。

減免の確認方法は、町田市

が主催する事業の場合は、

所管課からの公用利用申

請により確認。

保育室の使用については、

施設案内予約システムもし

くは窓口受付時に確認。

4,319,210円

生涯学習センター管理事務

費に全額充当

小平市 196,924人 開館当初から

無料という概念はなかったものと

思われる。

あり

１.市、委員会及び官公署が利用するとき。

２.社会教育関係団体がその目的のために利

用するとき。

３.その他委員会が特別の理由があると認める

とき。

なし なし なし

活動内容により判断することは難しいと考え、

団体登録時に免除団体か否かを判断してい

ます。

・施設利用前に現金払い 547,600円 歳出に充当

日野市 187,284人 あり 未回答 -

社会教育法第20条の目的に使用する場合に

は、使用料を徴収しない」

１.公民館主催講座

２市が行政目的のために使用するとき

３.公民館登録サークル

0円

東村山市 151,871人 昭和55年 受益者負担の適正化 あり

１、国又は地方公共団体が公用又は公共用に

使用する時

２．市内の公共団体が、市又は委員会の後援

を受けた事業、行事に使用する時

３．東村山市社会福祉協議会が使用する時

４．教育委員会が特別の理由があると認めた

時

なし なし なし

減免の場合は、団体より直接ではなく、所管

が認めた事業を所管より公用として申請す

る。地方公共団体の場合は事前に減免申請

を提出してもらい審査・確認している。

施設利用前に現金払い 18,138,000円 施設費に充当等

国分寺市 128,401人 昭和40年

北多摩自治会館から移管したと

きから

あり 特段の理由があるとき あり 特段の理由があるとき なし

団体構成人数（市民過半数）で有料・無料を

判断

・現金

・予約システムを利用しての

カード決済

114000

維持管理に要する経費に

充当

国立市 76,246人 なし

福生市 56,201人 開館当初から 受益者負担のため あり

公民館条例施行規則第７条

(１)　市内の公共的団体がその目的達成のた

めに入場料の類を徴しないで使用する場合

(２)　市又はその執行機関が主催する事業で

使用する場合

(３)　市内の学校、幼稚園又は保育所がその行

事で使用する場合

(４)　国又は地方公共団体がその目的達成の

ために使用する場合

(５)　身体障害者手帳、愛の手帳その他の療育

手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている者（介護者を含む。）又はこれら

の者で構成する団体が使用する場合

(６)　法令の定めがある場合又は前各号以外

の団体若しくは個人が使用する場合で、教育

長が特に必要があると認める場合

なし なし なし

公民館条例に照らし合わせて、公民館利用

サークルを減免として取り扱っている。

施設利用時、窓口にて申

請、納付

320,360円 公民館事業に充当

資料８



公民館施設使用料の状況調べ

団体名 人口

使用料

導入時期

導入理由

免除

規定

免除の要件

減額

規程

減額の要件

減額

割合

社会教育活動を減免等の要件としている場

合、その確認方法と課題

使用料の

徴収方法

令和３年度

歳入額

使用料の使途

資料８

狛江市 82,820人 平成18年

行財政改革に位置付けられたた

め

あり

(１)　国又は地方公共団体が公益の目的のた

めに使用するとき　免除

(２)　市又は委員会が主催若しくは共催する事

業で使用する場合　免除

(３)　障がい者及び障がい者の介護者又は障

がい者を支援する者10人以上で構成する団体

が使用する場合　免除

(４)　障がい者を支援することを目的に活動す

る者10人以上で構成する団体がその目的に

沿って使用する場合　免除

(５)　その他市長が必要と認めたとき　減額又

は免除

あり

狛江市立公民館条例　別表第２（第７条関係）

１　　主に高校生以下の者で構成する団体が使用す

る場合の使用料は，カッコ内の金額とする。

半額

社会教育活動であるか否かでの減額・免除は

実施していない。

要件確認

・青少年→更新時に団員名

簿の提出のみ

・障がい団体→更新時に手

帳の写しを添付

6,366,708円 特になし

東大和市 84,889人 昭和49年 不明 あり

（１）入場料等を徴収する事業で、市又は教育

委員会の共催事業として実施する場合

（２）バザー等の事業で、市又は教育委員会の

共催事業として実施する場合

（３）社会教育関係団体が行う文化・芸術的な

事業で、その事業費が入場料を徴収してもな

お不足が生じることが見込まれる場合

（４）その他、中央公民館長が特に認めた場合

あり

（１）入場料等を徴収する事業で、市又は教育委員

会の後援事業として実施する場合

（２）バザー等の事業で、市又は教育委員会の後援

事業として実施する場合

5割

利用者登録の際に、公民館運営事務処理取

扱基準に照らし、活動内容等から判断してい

る。

窓口で現金払い 235,400円

使用料全体の概ね５割程

度を、施設修繕料や備品購

入費等に充当等

武蔵村山市 71,349人 平成28年

第五次行政改革大綱に受益者

負担の適正化など自主財源の確

保に積極的に取り組むこととし、

その具体的な推進項目の一つと

して「公の施設使用料の見直し」

が掲げられていたため。

あり

1　市の事業又は市の共催事業

２　官公署が使用するとき

あり

・　保育室を無料で専ら保育の為に使用するとき

・　障がい者団体が使用するとき

・　公共的な団体が団体団体本来の活動で使用す

るとき

・　委員会が特に必要と認めるとき

5割

公共的団体がそれにあたると思うが、公共的

団体とは、一般的な解説では、法人であるか

否かを問わず、広く公共的な活動を営む団体

とされているが、どの団体が公共的団体と位

置付けられるかについての具体的基準が明

確になっているわけではないことから、公共的

団体として位置付けについては、市におい

て、個別の団体ごとにその活動内容等を検討

した上で決定することとし、運用している。

・施設利用日までに現金、

キャッスレス決済による支

払い

1,332,000円 施設の維持管理費等

多摩市 148,203人 平成18年

審議会の答申を尊重しながら、

以下の３本の柱を基本とする基

本方針を策定し導入に至ってい

る。

・受益者負担の原則

・共通的な使用料算定ルールの

確立

・無料・減免規定の見直し

あり

(１)　市が行政目的で使用するとき　施設使用

料及び備品使用料

(２)　市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校

又は高等学校が園児、児童、生徒等を対象と

した行事等で使用するとき　施設使用料及び

備品使用料

あり

(３)　構成員の過半数を高校生以下の児童、生徒等

が占める団体が使用するとき

(４)　構成員の過半数を障がい者が占める団体が施

設を使用するとき

(５)　前各号に該当しない団体が保育を主たる目的

として保育室を使用するとき

(６)　その他委員会が特別に必要と認めるとき　施

設使用料及び備品使用料

5割 未回答 現金払い 11,366,065円

全てを施設修繕料等の

施設管理運営費に充当して

いる

稲城市 93,372人 なし

あきる野市 79,911人 平成16年

行財政改革による受益者負担の

ため

あり

⑴国又は地方公共団体が使用するとき　免除

⑵市内の福祉又はボランティアの団体が直接

公益を目的とした活動のために使用するとき

免除

⑶市内の障がい者の団体が使用するとき　免

除

⑷市内の母子・父子福祉団体が使用するとき

免除

⑸市内の社会教育関係団体又はコミュニティ

団体が広く市民を対象として行う公益的な講習

会、大会等に使用するとき　免除

⑹その他委員会が特別な理由があると認める

とき　免除又は減額（委員会が定める割合）

- - - 条例規則で行っている。 使用料前納 4,377,650円 指定管理者の収入

西東京市 205,952人 なし

埼玉県

川越市

353,470人 昭和28年 受益者負担の考え方による あり

１.公民館主催講座

２.官公署が行政目的のために使用するとき

３.市が行政目的のために使用するとき

４.市補助金交付団体が当該活動のために使

用するとき

５.川越市がかかわる公社・広域行政組織団体

が業務遂行のために使用するとき

あり

・社会教育関係団体

・公民館登録団体

・公共法人、公益法人

5割

書面審査（会則、事業報告、事業計画、会員

名簿）による

・施設使用前に現金払い

（今後、電子決済も可、

　開始日は今年度中）

・減免等の団体はシステム

で登録済

34,987,110円 委託費、修繕費等に充当
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埼玉県

所沢市

344,146人 平成16年 受益者負担の適正化を図るため あり

(１)　行政機関が委嘱又は任命した委員によっ

て構成される団体がその委嘱又は任命された

委員の職務を行うために実施する事業

(２)　公共性又は公益性が高く、住民の福祉の

向上に寄与する事業のうち、次に掲げるもの

ア　自治会及び町内会がその設置目的を達成

するために実施する事業

イ　ＰＴＡ及び子ども会育成会がその設置目的

を達成するために実施する事業

ウ　ボランティア活動を主たる目的とする団体

がその設置目的を達成するために実施する事

業

エ　障害者団体がその設置目的を達成するた

めに実施する事業

なし なし なし

「公民館使用料の減免事例集および優先予

約について」による

・使用料は施設利用前に現

金払いとしている

　(所沢市立公民館設置及

び管理条例７条参照)

・要件は「施設使用料減免

申請書」で確認している

25,470,830円 なし

埼玉県

深谷市

141,830人 平成23年

行財政改革大綱及び行財政改

革推進計画に使用料の適正化

が掲げられたたため

あり

公用及び公用に準ずる利用をする場合

①公職選挙法に基づく事業

②国、地方公共団体又はその機関等の事業

③市またはその機関等が、その職務遂行上の

必要から、援助または育成している団体等（自

治会、子ども会、社会福祉協議会、PTA、消防

団、民生児童委員等）

あり

・公益を目的とする事業のための利用

・公民館利用登録団体

・公益を目的とする事業のための利用：50％

・公民館利用登録団体：50％、75％

※構成員が高校生以下又は65歳以上の団体は

75％

50%

75%

社会教育活動であるか否かを減免・免除の要

件にしておりませんが、公民館利用登録団体

の登録事務（営利活動を目的とした団体は登

録不可）では、営利を目的とした集まり、いわ

ゆるカルチャースクールや私塾のような団体

を判断することに苦慮しています。

・施設利用前に窓口での現

金払いのみ

14,638,000円

使用料全額を公民館維持

管理経費に充当

埼玉県

和光市

84,008人 昭和57年

市民も参加する市民参加推進会

議にて統一的な基準による見直

しを行い使用料を決定した。

あり

1　教育委員会又は市が主催する事業に使用

する場合

2　教育委員会又は市が共催する事業のうち、

免除事業として教育委員会の承認を得た事業

に使用する場合

3　市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校が教育活動等を

目的として使用する場合

4　市内の公共的団体が使用する場合

5　市内の社会教育を目的とする公民館登録

団体のうち社会教育活動推進団体が使用する

場合

6　その他教育委員会が必要と認める場合

あり

８割減額

1　市内の社会教育を目的とする公民館登録団体

(社会教育活動推進団体を除く。)が使用する場合

2　市内の社会福祉法人が使用する場合

５割減額

1　身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障

害者と判定を受けた者若しくは精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている者を主たる構成員とす

る公民館登録団体が使用する場合

2　65歳以上の者を主たる構成員とする公民館登録

団体が使用する場合

3　15歳以下の者を主たる構成員とする公民館登録

団体が使用する場合

8割

5割

減免団体とする場合は過去の利用実績や利

用団体の規約や決算書等をもとに総合的に

判断する。

施設利用前に現金払い 1,882,010円

公民館の維持管理、運営に

充当

埼玉県

桶川市

74,654人 昭和52年 公共財の受益者負担の原則 あり

1.桶川市が直接利用するとき、又は桶川市の

後援により利用するとき。

2.国又は桶川市以外の地方公共団体が利用

するとき。

なし なし なし

社会教育活動団体を使用料の減額・減免の

要件としていない

・施設利用の2日前までに現

金払い→許可書の発行

・減免団体の場合は、許可

書の発行の際に「減免団体

の証明書」を窓口で確認

3,240,900円

特定財源として、公民館の

施設管理費に充当

千葉県

木更津市

136,249人 平成30年

市民の方々に、施設を利用して

頂く上で、質の良いサービスを提

供するために、修繕や備品の購

入が必要なため。

あり

下記のいずれかの団体・機関が公用目的で使

用するため。

市・教育委員会　(主催または共催)

国・都道府県・他市町村　(主催または共催)

一部事務組合　(主催または共催)

なし なし なし 未回答

・施設利用前に現金払い

・電子決済による支払い

6,153,320円

当初は２割程度をあてると

の取り決めはあったが

現在は無くなっている。

千葉県

成田市

130,944人 昭和49年 不明 あり

成田市公民館の設置及び管理に関する条例

第12条

・使用者が教育事業その他公益のために公民

館を使用するとき

※社会教育関係団体（サークル等）は教育事

業に該当と判断

あり

成田市公民館の設置及び管理に関する条例第12

条

・使用者が教育事業その他公益のために公民館を

使用するとき

※社会教育関係団体（サークル等）は教育事業に

該当と判断

10割

社会教育関係団体（サークル等）の登録制度

を設け、登録の際に社会教育に合致した目的

であるかを審査している。

予約確定時に現金支払い 86,070円 なし



公民館施設使用料の状況調べ

団体名 人口

使用料

導入時期

導入理由

免除

規定

免除の要件

減額

規程

減額の要件

減額

割合

社会教育活動を減免等の要件としている場

合、その確認方法と課題

使用料の

徴収方法

令和３年度

歳入額

使用料の使途

資料８

千葉県

佐倉市

171,460人 平成30年

市の行政改革実施計画で公共

施設の使用料・手数料見直しが

求められ、検討の結果、公民館

にも使用料徴収が必要との結論

に達したため

あり

①公民館主催講座

②国・県・市等の官公署が行政目的のために

使用するとき

③市の町内会・自治会が開催する総会・役員

会等の会議（サークル活動は除く）に使用する

とき

④市内の幼稚園・保育園、小・中学校、高等学

校などが会議等に使用するとき

⑤事業の内容が公益に資すると教育委員会が

認めたものに使用するとき（例：子ども会、社会

福祉協議会、障害者団体、青少年相談員、学

童保育所等）

なし なし なし

・団体の設立趣旨や日常の活動の目的・内容

によって判断。具体的には、市担当課が委嘱

及び支援している委員で構成される団体が公

共的利用を行う場合に免除。基本的には、市

担当課からの意見を頂き判断。

・「公益性が高く、広く市民に還元する事業」に

ついては、広く市民を募集する社会貢献活動

事業・行事であれば免除。

支払方法：券売機による支

払い（使用当日に支払い）

減免等団体の要件確認：別

添資料「佐倉市立公民館に

おける使用料等の取扱いに

ついて」に則り確認

6,674,630円

使用料全体を各公民館の

管理運営事業（施設修繕

料、清掃業務等の施設管理

委託料、備品購入費等）に

充当

千葉県

市原市

270,239人 不明 不明 あり

「市原市立公民館の設置及び管理に関する条

例施行規則」のとおり

なし なし なし

 「市原市立公民館使用料の減額・免除に関

する運用基準」のとおり

前納かつ窓口での現金払い

のみ

減免団体の確認方法につ

いては、 「市原市立公民館

使用料の減額・免除に関す

る運用基準」のとおり

32,102,390円

利用者還元のため、備品購

入費等に充当

千葉県

浦安市

169,614人 未回答 受益者負担によるもの あり

１．市又は関係行政機関が行政目的のために

使用するとき

２．市と共催で公共的活動のために使用すると

き

３．市立幼稚園、認定こども園、保育園、小学

校、中学校が教育の目的で主催する事業のた

めに使用するとき

４．その他、教育委員会が特に公益上必要と

認めたものに使用するとき

あり

１．社会教育関係団体が、社会教育のために使用

するとき

２．公共的団体が、その主たる目的で使用するとき

３．社会福祉団体が、福祉の向上を目的として使用

するとき

４．学校教育法第１条に規定する学校及び同法第

124条に規定する専修学校のうち市内に在する県立

及び私立のもの、並びに私立認定こども園及び私

立保育園が教育・保育の目的で主催する事業のた

めに使用するとき

５．その他、教育委員会が特に公益上必要と認めた

ものに使用するとき

50%

社会教育関係団体の認定に関する要綱、運

用基準に基づき、申請のあった団体を審査

（年１回）している。団体の活動・組織及び運

営状況等の要件を満たした団体は２年間認

定団体として登録される。

・口座振替（２か月毎／後

納）

・施設予約時に窓口にて現

金払い（前納）

19,474,175円 公民館維持管理費に充当

神奈川県

秦野市

161,630人 平成17年

各施設の日常的な修繕や維持

補修、備品等の更新に充てるた

め

あり

(1)　本市が事業支援する、社会教育に関係す

る団体又は公共的団体が、その運営に係る会

議又は公益性のある事業のために使用すると

きは、免除する。

(2)　本市で活動する、社会福祉に関係する団

体、子育て支援に関係する団体、ボランティア

団体又は特定非営利活動法人が、その運営に

係る会議又は公益性のある事業のために使用

するときは、免除する。

(3)　市内の高等学校又は本市と提携事業を実

施する大学(これらに準じる学校を含む。)が教

育活動として使用するときは、免除する。

(4)　市内の中学校又は高等学校(これらに準じ

る学校を含む。)が部活動として使用するとき

は、顧問等の引率がある場合に限り、免除す

る。

あり

(1)　本市で活動する、社会福祉に関係する団体、子

育て支援に関係する団体、ボランティア団体又は特

定非営利活動法人が、その運営に係る会議又は公

益性のある事業以外で、本市が共催する事業のた

めに使用するときは、減額とする。

(2)　市内の高等学校又は本市と提携事業を実施す

る大学以外の高等学校又は大学(これらに準じる学

校を含む。)が教育活動として使用するときは、減額

とする。

1/2

(1)　　本市では、減免の対象団体は次のとお

りとしている。

　・NPO団体、・子育て支援に関係する団

体、・社会教育に関係する団体、・ボランティ

ア団体、・公共的団体、・社会福祉関係団体

(2)　上記の団体の活動の内、使用目的とし

て、次の場合は、減免対象としている。

　・会の運営に係る活動（総会、定例会、役員

会等）、・公益性のある事業やボランティア活

動

券売機による支払い 28,855,150円

使用料全額を施設維持管

理に充当

神奈川県

伊勢原市

101,309人 令和元年

公共施設等総合管理計画及び

公共施設の受益者負担に関する

基本方針により公共施設使用料

の見直しを図った

あり （別添：公共施設使用料減免ガイドライン参照） あり （別添：公共施設使用料減免ガイドライン参照） 5割 ガイドラインに具体な活動を規定

・券売機による使用券によ

る納付

・納付書による納付

・減免対象団体をガイドライ

ンに具体に記載

5,423,025円

決算時に公民館管理運営

費に充当（財政部局が処

理）



公民館施設使用料の状況調べ

団体名 人口

使用料

導入時期

導入理由

免除

規定

免除の要件

減額

規程

減額の要件

減額

割合

社会教育活動を減免等の要件としている場

合、その確認方法と課題

使用料の

徴収方法

令和３年度

歳入額

使用料の使途

資料８

神奈川県

座間市

132,149人 昭和52年

公民館維持管理のため一定の

受益者負担金を求めた

あり

(１)　社会教育関係団体が社会教育に関する

事業に使用する場合

ア　教育委員会又は公民館が行う主催事業に

より結成された社会教育活動を目的とする団

体

イ　座間市（以下「市」という。）又は教育委員

会が育成及び助成する団体

ウ　その他の団体のうち社会教育関係団体登

録を行った団体

(２)　国、又は地方公共団体が公の事業に使

用する場合

ア　国又は市その他の地方公共団体

イ　市が構成員となっている協議会及び研究

会等

(３)　その他教育委員会が必要と認めた場合

ア　自治会活動を行う団体

イ　市内で事業を行う社会福祉法人及び保育

園等の福祉団体、保育園の保護者会

ウ　学校教育法第１条に規定される学校のうち

市内に所在地を置くもの及びその保護者会

エ　市社会福祉協議会及び地区社会福祉協議

会

オ　公益活動を行っているボランティア活動団

体

カ　座間市民生委員児童委員協議会

キ　市障がい者団体連絡協議会に加盟する団

体

あり

座間市職員厚生会

座間市の職員団体

5割

前提として本市では社会教育団体でることが

前提です。団体としての要件は以下の通りで

す。

(１)　国又は地方公共団体の支配に属さない

団体で、社会教育に関する活動を継続的に

行っている団体

(２)　入会について特定の資格又は条件を必

要とせず、広く市民の参加を受け入れ可能で

ある団体

(３)　活動の学習成果が広く市民に還元され

る団体

(４)　会員自らが運営し、活動する団体

(５)　規約又は会則を有し、代表者を有し、組

織的に運営されている団体

(６)　会員が平等に経費を負担し、総会等で会

員全員に会計報告を行っている団体

(７)　５人以上の会員により構成される団体

(８)　会員の半数以上が座間市に在住、在勤

又は在学である団体

(９)　公民館を３箇月以上利用している団体

(10)　定期的、継続的に公民館を利用して学

習活動を行う団体

受付で現金支払い

減免団体には年に一度、会

員名簿（住所確認のため）・

会則・会計報告書と予算書

（適正運営がされているか）

の提出を求めています。

172,240円

使用料全額を、館の維持管

理費に充当

神奈川県

南足柄市

40,125人 平成7年

受益者負担の原則による。現在

は行政改革基本方針に位置づけ

あり

１．市が主催する行事を行うために使用すると

き

２．障害者基本法第２条に規定する障害者が

活動の主体として構成された団体のうち、教育

長が別に定める団体が主催する行事を行うた

めに使用するとき

３．福祉関係団体、ボランティア団体等のうち、

教育長が別に定める団体が主催する行事を行

うために使用するとき

４．市立の幼稚園、小学校、中学校又は保育

園が主催する行事を行うために使用するとき

５．前各号に掲げるもののほか、教育長が特に

必要と認めるとき

あり

２分の１に減額

１．高校生以下の者が活動の主体として構成された

団体のうち、教育長が別に定める団体が主催する

行事を行うために使用するとき

２．前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と

認めるとき

１０分の７に減額

１．自治会、社会教育関係団体、NPO法人のうち、

教育長が別に定める団体が主催する行事を行うた

めに使用するとき

２．前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と

認めるとき

5割

3割

減額、免除団体申請後、承認

申請時に目的や活動内容のわかるもの（規

約等）の添付を求めている。

施設利用前に現金払い。要

件確認は事前申請による。

課題：支払後の還付につい

て、当事者に責がない場合

に認めているが、コロナ対

応の場合、申し出のみで対

応している。

2,139,409円 公民館維持管理費に充当


